
市内各地で取材・撮影
市の魅力を発信

　特派員は、広報すそのや市公式SNSなどの広報媒
体に掲載するため、市内で行われるイベントや心温ま
る出来事を取材したり、景色などの写真撮影をしたり
します。取材・写真撮影後、その時の様子を文章にし、
写真と共に戦略広報課にメールで送付するか、USB
メモリ、CD-Rなどで提出します。戦略広報課が内容
を確認し、広報媒体に掲載します。

カメラを持っている15歳以上の方が対象

　特派員になれるのは、市内に住んでいるか通勤・通
学している15歳以上（中学生を除く）の方で、デジ
タル一眼レフカメラをお持ちの方または常時使用でき
る状態（家族のカメラなど）の方です。18歳未満の
方は、保護者の同意が必要です。

自分の都合に合わせて活動
非常勤公務員として委嘱

　募集人数は10人程度です。採用が決定した方は、
非常勤公務員として市長から委嘱され、活動時の事故
などは保険適用になります。
　毎月、戦略広報課から提供される行事予定などを基
に、取材・写真撮影に行きたい日などを戦略広報課に
連絡して活動します。自分の都合に合わせて活動でき
ます。任期は、委嘱された日からその年度の末日まで
です。引き続き次年度の活動を希望することもできま
す。

申し込みは８月27日㈪まで

　広報特派員を希望する方は、申込用紙に必要事項を
記入し、最近撮影したお気に入りの写真（2L版）２
枚を添付して、戦略広報課に郵送または直接提出して
ください。申込用紙は、市公式ウェブサイトからダウ
ンロードできます。
申込期限／８月27日㈪　※必着

その他

●年に１～２回程度、会議や研修会への参加をお願い
します。

●月に１回、活動報告書の提出をお願いします。
●市に提供した写真の著作権は市に帰属し、コンテス

トなどへの出品はできません。
●市から貸与される腕章を見える位置に着用し、特派

員証を携帯の上、活動してください。事前に取材・
写真撮影に行くことについて戦略広報課に連絡がな
いときは、これらを着用・携帯することはできませ
ん。

●撮影に際し、人物や場所などについての承諾は、広
報特派員本人が得てください。

●会議、取材、通信費などの活動に対する謝礼はあり
ません。機材の調達や故障などの対応、交渉・報告
などにかかる費用など、全ての経費は広報特派員本
人が負担します。

取材・撮影から掲載までの流れ
取材・写真撮影に行きたい日を
戦略広報課に連絡・調整

▼
腕章を着け、特派員証を携帯し、

取材・写真撮影
▼

文章を作成し、写真と共に戦略広報課に提出
▼

戦略広報課が内容を確認・選考し、
広報すそのや市公式SNSに掲載

　市内で行われるイベントを取材したり、景色を撮影したりし、広報す
そのや市公式SNSなどへの掲載に協力する広報特派員を募集します。掲
載内容を充実させ、新鮮で親しみやすい記事の発信を、市民の皆さんと
一緒に目指します。

戦略広報課
995-1802

一緒に

市の魅力や情報を

発信しましょう！
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特集４

市内のイベントを取材して発信
広報特派員を募集


